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                              令和６年５月 30日 

 

消費者支援ネット北海道と株式会社ハイチエイジェントとの間で 

差止請求に関する協議が調ったことについて 

 

 

  消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要 

（１）事案の概要 

  本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道（以下

「消費者支援ネット北海道」という。）が、株式会社ハイチエイジェント（以下「ハ

イチエイジェント」という。）に対し、同社が使用する建物及び駐車場賃貸借契約の

下記条項（以下「本件条項」という。）について、消費者契約法（以下「法」という。）

第８条第１項第１号及び第３号並びに第 10 条（※１）に規定する消費者契約の条項に該

当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の使用中止又は変更を求めた事案であ

る。 

 

記 

ア 本件条項 

【建物賃貸借契約】 

１ 家賃・共益費・駐車料及びその他これに準ずる費用について、契約終了日（解約

の場合を含む）の属する月においては、日割計算は行わないものとする旨の契約条

項 

２ 「賃借人又は連帯保証人が死亡し又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたと

き、若しくは賃貸住宅内の家財道具等の差押さえがあったとき、若しくは破産の申

立てがあったとき」は、賃借人が直ちに賃貸人に通知しなければならないとする条

項 

３ 賃貸人は、賃借人の行為が契約書に定める事項に該当するときは、催告その他法

定の手続によらないで本契約を解除することができるとする条項のうち、以下の条

項 

(1)賃貸住宅の入居申込書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により賃貸

住宅へ入居したとき。 

(2)家賃等を 10日以上滞納したとき。 
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(3)家賃等の支払いをしばしば遅延することにより、その支払能力がないと賃貸人

が認め、かつその遅延が本契約における賃貸人・賃借人間の信頼関係を害する

ものであると賃貸人が認めたとき。 

(4)契約書上に賃借人が直ちに通知する義務が定められている事項につき、賃貸人

に対する通知を怠ったとき。 

(5)賃貸人の承諾を得ないで契約書上に賃借人が貨貸人の承諾を得る義務が定めら

れている事項に該当する行為を行ったとき。 

(6)賃貸住宅を賃借人の責に帰すべき事由により汚損・破損又は減失して、財産上

の価値を著しく減少させたとき。 

(7)用法遵守義務違反・善管注意義務違反、管理規約等の遵守義務違反、転貸・譲

渡禁止違反があったとき。 

(8)賃借人が１ヶ月以上行方不明となり用法遵守義務及び善管注意義務が果たせな

いとき。 

(9)共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。 

４ 退去（引越し）に伴う電気・ガス・水道・灯油代等の代金清算手続を完了しなけ

れば明渡したとは認めない旨の条項 

５ 賃借人が明渡しに際し、賃貸住宅又は敷地に残置した物品については、所有権を

放棄したものとみなし、賃貸人が任意に処分することができるとする条項 

６ 賃借人が、明渡しに際して、賃貸人・賃借人間で合意したものを除き、賃貸人に

対して名目の如何を問わず立退料等の金銭の請求をできないとする条項 

７ 賃借人が１ヶ月以上行方不明となり、賃貸物件を善良な管理者の注意をもって保

全し、使用することができないとき、賃貸人が連帯保証人又は適当な第三者の立会

の上、賃借人の家財等を整理し、任意の場所に保管し、その後 1 ヶ月を経過しても

引き取りなき場合は賃借人の債務に充当することができるとする条項 

８ 賃借人が代理人をもって契約を締結した場合に、代理人の行為一切について賃借

人がその責を負うものとする条項 

 

【駐車場賃貸借契約】 

９ 契約の開始月及び終了月が月の途中である場合でも賃料の日割計算をしないとす

る条項 

10 賃貸人が、駐車場の保守・管理・運営上または建物の保守・管理・運営上必要と

認めた場合に駐車場の使用を禁止し、または使用時間帯の制限をすることができる

とする条項 

11 賃貸人が必要と認める修理・変更・改造または保守作業等を実施した場合、賃借

人が不便・損害を被ることがあっても、賃貸人はその責を負わないとする条項 

12 駐車中の自動車の保管に関してあらゆる事故について賃貸人は一切の賠償の責を
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負わないとする条項 

13 賃貸人は、契約書に定める事項に該当するときは、催告その他法定の手続によら

ないで本契約を解除することができるとする条項 

14 賃貸借契約終了時に駐車場内に残置された賃借人の所有物があるときは、賃借人

がその時点でこれを放棄したものとみなし、賃貸人は撤去・処分に要した費用を賃

借人に請求できるとする条項 

15 賃貸人が不適当と認めたときは、賃貸人が相当と認める連帯保証人を賃借人が立

てなければならない義務を定める旨の条項 

 

イ 理由 

【建物賃貸借契約】 

１ 上記１の条項は、賃料等の日割計算を定めた民法第 89 条第２項の適用による場

合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、賃貸借契約の締結に関して、

事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があること及び賃貸借契約書の書式が

不動文字であり交渉が予定されていないことから、信義則に反して消費者の利益を

一方的に害するものであり、法第 10条に該当し無効である。 

２ 上記２の条項に定めるような義務は法令上ないことから、上記２の条項は、法令

中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するも

のであり、かつ、プライバシーにかかわる情報の提供を合理的理由なく強制するも

のであること、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造

的格差があること及び賃貸借契約書の書式が不動文字であり交渉が予定されていな

いことから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第 10

条に該当し無効である。 

３ 上記３(1)、(2)及び(4)から(9)の条項は、当事者相互の信頼関係の破壊が認めら

れない場合であっても、賃貸人の無催告解除を認めるものであるから、法令中の公

の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであ

り、かつ、解除によって賃借人は生活の基盤を失うおそれがあること及び賃貸借契

約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、

信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第 10 条に該当し無

効である。 

  また、上記３(3)の条項は、客観的に解除事由等の有無について裁判所での判断

を受ける賃借人の権利を制限するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規

定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、解除によ

って賃借人は生活の基盤を失うおそれがあること及び賃貸借契約の締結に関して、

事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費

者の利益を一方的に害するものであり、法第 10条に該当し無効である。 
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４ 上記４の条項は、賃貸借契約上の義務とは無関係の義務の不履行を理由に明渡し

があったことを認めないものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用

による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、かつ、

消費者には遅延損害金の負担が生じること及び賃貸借契約の締結に関して、事業者

と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利

益を一方的に害するものであり、法第 10条に該当し無効である。 

５ 上記５の条項は、自力救済を禁止する民事法の一般原理に反するものであるから、

法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限す

るものであり、かつ、契約締結時には、賃借人が被る経済的不利益の金額を予期す

ることができないこと及び賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交

渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する

ものであり、法第 10条に該当し無効である。 

６ 上記６の条項は、賃貸人の故意又は過失を問わず、賃貸人の債務不履行及び不法

行為責任の全部を免除するものであり、法第８条第１項第１号及び第３号に該当し

無効である。 

  また、上記６の条項は、賃借人の必要費及び有益費償還請求権を含むあらゆる権

利を放棄させるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に

比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、契約締結時には、賃借人が被る

経済的不利益の金額を予期することができないこと及び賃貸借契約の締結に関して、

事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費

者の利益を一方的に害するものであり、法第 10条にも該当し無効である。 

７ 上記７の条項は、自力救済を禁止する民事法の一般原理に反するものであるから、

法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限す

るものであり、かつ、賃借人には異議を申し立てる機会がなく、緊急やむを得ない

事情に限定もされていないことから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害す

るものであり、法第 10条に該当し無効である。 

８ 上記８の条項は、代理人の無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効果帰

属しないことを定めた民法第 113 条第１項の適用による場合に比して消費者の義務

を加重するものであり、かつ、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間に

は交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害

するものであり、法第 10条に該当し無効である。 

 

【駐車場賃貸借契約】 

９ 上記９の条項は、上記１の条項と同趣旨の理由から、法第 10 条に該当し無効で

ある。 

10 上記 10 の条項は、客観的に駐車場使用の可否について裁判所での判断を受ける
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賃借人の権利を制限するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用

による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、駐車場の使用の可

否等は消費者の生活に影響を与える重要な事項であること及び賃貸借契約の締結に

関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反

して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第 10条に該当し無効である。 

11 上記 11 の条項は、客観的に修理・変更・改造または保守作業等の必要性につい

て裁判所での判断を受ける賃借人の権利を制限するものであるから、法令中の公の

秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、

かつ、賃貸借契約の締結に関して、事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差が

あることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10

条に該当し無効である。 

  また、上記 11 及び 12 の条項は、賃貸人の故意又は過失を問わず、賃貸人の債務

不履行及び不法行為責任の全部を免除するものであり、法第８条第１項第１号及び

第３号にも該当し無効である。 

12 上記 13 の条項は、上記３の条項と同趣旨の理由から、法第 10 条に該当し無効で

ある。 

13 上記 14 の条項は、上記５の条項と同趣旨の理由から、法第 10 条に該当し無効で

ある。 

14 上記 15 の条項は、賃貸人が、賃借人の義務の内容を一方的に決定する権限を付

与する条項であり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消

費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、かつ、賃借人は事業者の一方

的判断により契約を解除されるおそれがあること及び賃貸借契約の締結に関して、

事業者と消費者の間には交渉力の構造的格差があることから、信義則に反して消費

者の利益を一方的に害するものであり、法第 10条に該当し無効である。 

 

 （※）消費者契約法 

（事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効） 

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当

該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 

二 ［略］ 

三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消

費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決

定する権限を付与する条項 

四 ［略］ 

２ [略］ 

（消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思

表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に
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比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法

第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とす

る。 

 
注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

 

（２）結果 

消費者支援ネット北海道は、令和５年 11 月７日、ハイチエイジェントに対する申

入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和６年

４月１日、申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(法人番号 7430005005201) 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社ハイチエイジェント（法人番号 8430001029863） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※２）の概要 

なし 

 
（※２） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停

止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受け

た場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則

第 14条、第 28条参照）。 

以上 

 

 

 

 

 

消費者庁消費者制度課 

電話番号:03-3507-8800(代表) 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


